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１月 １

２月

　　　　　・ 前年度までの自ら評価のフォローアップ

　　　　　・ 自ら評価の案件候補を優先度を考慮して絞り込む

※ 企画専門調査会における審議後、必要に応じ事務局においてリスク管理機関等の

【食品安全委員会における審議(１回目)】

　　　　　・ その他の案件の取扱い（情報提供など）の決定

※ 食品安全委員会における審議(１回目)の際に、　意見・情報の募集を行うことを検討する。

【食品安全委員会における審議(２回目)】

・ 意見・情報の募集の結果を踏まえ、自ら評価案件を決定

　関係者への説明や評価サイド（専門調査会含む）からの考え方の整理を行う。

１　平成２０年度自ら評価案件の決定までのフロー（案）

３月

　　　　　 ・ 自ら評価の案件候補を決定する

事務局による自ら評価の案件候補の整理

専門調査会・要望書・モニター等の意見

　　　　　・ 自ら評価案件を決定する場合の意見・情報の募集について検討

【第25回企画専門調査会における審議(第１回目絞込み）】

【第27回企画専門調査会における審議(第２回目絞込み)】
11月20日

意見・情報の募集
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２ 企画専門調査会における食品健康影響評価対象候補の選定の考え方

（平成１６年６月１７日食品安全委員会決定）

次の３つのいずれかに該当するもの の中から食品健康影響評価の優先度が高注

いと考えられるものを候補として食品安全委員会に報告する。

① 国民の健康への影響が大きいと考えられるもの

現在健康被害が生じていないが、今後被害が生じるおそれのあるもの、又

は現在健康被害が顕在化していないが、今後被害の拡大が想定されるものを

含む。

② 危害要因等の把握の必要性が高いもの

健康被害が生じているが、科学的知見が不十分であり、危害要因等の把握

の必要性が高いもの。

③ 評価ニーズが特に高いと判断されるもの

国民の健康への影響が想定される危害要因であって、食の安全ダイヤルな

どに寄せられた情報のうち国民の評価ニーズが特に高いと判断されるもの。

注： 食品安全委員会の食品健康影響評価やリスク管理機関での対応が適切に行われているもの

を除く。
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３ 企画専門調査会における食品健康影響評価対象候補の選定の考え方

（平成１６年６月１７日食品安全委員会決定）の趣旨について

（平成１７年２月１８日企画専門調査会提出資料）

企画専門調査会における食品健康影響評価対象候補の選定については 「企画専、

門調査会における食品健康影響評価対象候補の選定の考え方（平成１６年６月１７

日食品安全委員会決定 」に基づき、①国民の健康への影響が大きいと考えられる）

もの、②危害要因等の把握の必要性が高いもの、③評価ニーズが特に高いと判断さ

れるものの中から、食品安全委員会の食品健康影響評価やリスク管理機関での対応

が適切に行われているものを除き、食品健康影響評価の優先度が高いと考えられる

ものを候補として食品安全委員会に報告することとなっている。

ここで 「食品安全委員会の食品健康影響評価やリスク管理機関での対応が適切、

に行われている」とは、リスク管理機関が規格基準等を制定している場合、試験研

究等を行っている場合、リスク管理機関が米国産牛肉に関する食品健康影響評価を

食品安全委員会に要請することを表明するなど、将来対応が行われることが想定さ

れる場合などが該当すると考えられる。

また、対象候補に関する科学的知見の多寡は、選定された後の食品健康影響評価

の着手の仕方に影響を与えるものであるが、対象候補の選定段階においては考慮す

る必要はないと考えられる。

なお、食品安全委員会が自ら食品健康影響評価に着手するに当たっては、科学的

知見が十分存在する場合には直ちに評価に着手し、科学的知見が不十分な場合には

調査事業等を実施するなどの対応が想定される。
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No 案件候補 検討結果 議論の概要

1
アフラトキシンに関する食品
健康影響評価

2
オクラトキシンに関する食品
健康影響評価

3
ゼアラレノンに関する食品
健康影響評価

4
デオキシニバレノールに関
する食品健康影響評価

5
フモニシンに関する食品健
康影響評価

6
PFOS及びPFOAに関する
食品健康影響評価

見送る

食品への移行に関する十分な知見もなく、暴露マージンも大きい
ため緊急性はない。また、ＰＦＯＳについては来年ストックホルム
条約締約国会議で付属書に追加され、規制が行われる予定もあ
るため見送ることとした。

7
3-MCPD脂肪酸エステルに
関する食品健康影響評価

見送る（ﾌｧｸﾄｼｰ
ﾄ(作成中)へ追
記）

体内で代謝され、3-MPCDになるという報告があるものの、評価
を行うのに十分なデータはまだないので、情報収集を進め作成
中のﾌｧｸﾄｼｰﾄに追記することとした。

8
カルバミン酸エチルに関す
る食品健康影響評価

見送る（情報収
集又は調査事
業への反映）

暴露マージンが大きく直ちに国民の健康への影響は大きいとは
考えられないこと、主たる摂取源と評価されている酒類について
低減対策が進んでいることから見送ることとし、情報収集又は調
査事業への反映を行うこととした。

9
食品中のヒ素に関する食品
健康影響評価

次回企画専門
調査会に残す

新たな知見が蓄積しつつあるので、食品全体を対象として評価
を行う必要性も考えられるため次回企画専門調査会で検討する
こととした。その際参考するために、化学物質・汚染物質専門調
査会に意見を求めることも決定した。

10
ヒスタミンに関する食品健康
影響評価

見送る(啓発・注
意喚起）

様々な場所で食中毒は発生しているが、生産・加工段階、飲食
店、家庭等での温度管理などにより対応できるので、これら関係
事業者等への啓発・注意喚起を行うこととし、見送ることとした。

４　８月２８日 第２５回企画専門調査会における選定結果

次回企画専門
調査会に残す
(評価依頼が予
定されているア
フラトキシンに関
しては、依頼が
あった場合、削
除する）

１～５までの案件候補を「かび毒」としてまとめて取り扱うべきとの
意見が多数出たので、５件全てを残すこととし、優先順位等を判
断するための情報等を更に収集・整理したうえで、個別で評価す
るか、まとめるかについても含めて次回企画専門調査会で検討
することとなった。なお、その際の参考にするためかび毒・自然毒
等専門調査会に意見を求めることも決定した。
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11
イソフラボン等植物中のホ
ルモン様物質に関する食
品健康影響評価

見送る

大豆ｲｿﾌﾗﾎﾞﾝを含む特定保健用食品の取扱いについては通知
が出ており、また、いわゆる健康食品であり、特定の消費者が特
定の目的を持って意図的に利用するものであり、一般の消費者
が通常消費するものではないから見送ることとした。

12
サプリメントの複合影響に
関する食品健康影響評価

次回企画専門
調査会に残す

被害の発生状況などの情報収集や評価する場合のアプローチ
などを整理した上で次回企画専門調査会で報告することとした。

13
タヒボ茶に関する食品健康
影響評価

見送る
いわゆる健康食品であり、特定の消費者が特定の目的を持って
意図的に利用するものであり、一般の消費者が通常消費するも
のではないから見送ることとした。
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